
 

 

  

 

 

 

 

 

医療的ケア児通学支援事業が始まりました 

通学中に医療的ケアが必要となり、スクールバスでは対応が困難な医療的ケア児に対して、訪問看護等事業

者の看護師が同乗する福祉タクシー等事業者の車両で、通学できるようにする県の事業が始まりました。令和

7 年度は、医療的ケア児 1 名当たり、年間 6 回を上限として本事業を利用できます。対象となる生徒の保護

者の皆様には、後日、手引き等をお渡しいたします。ご不明な点がございましたら、教頭までお問い合わせく

ださい（027-360-6611）。 

（→ 裏面に来月・再来月の予定表があります） 

二高祭、大成功！
 

11月7日（金）、11月8日（土）の2日間、

本校の文化祭である「二高祭」が開かれまし

た。日頃の学習成果の発表に加え、全員参加

型の企画も多数催され、大盛況の 2 日間でし

た。特に一般公開の11月8日（土）にご来場

いただいた方は 230人を超え、大変な盛り上

がりを見せました。各課程のステージ発表他、

寄宿舎やPTA、同窓会などの販売ブースも大

賑わいでした。ご来場いただいた皆様方、本

当にありがとうございました。 

 

 

青 嵐 

No. 7 令和7年11月28日 

群馬県立二葉高等特別支援学校 

本事業の対象者（以下の全てに該当する生徒） 

 すでに県立特別支援学校で日常的に安全な医療的ケアが実施できている 

 通学中に医療的ケアが必要なため、スクールバスによる通学が困難 

 安全面等の課題が確認されたとき、休止・中止を同意している 

 本事業の通学を希望している 



 

来月 ・ 再来月の予定
 

予定は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 


